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第１章　計画策定の趣旨等

１　策定の趣旨
　本市では、平成１４年に、市民の健康づくり計画である「かごしま市民健

康５５プラン」を策定し、２１世紀の鹿児島市民一人ひとりが健康で生き生

きと生活できる「安心健康都市」を目指し、市民、関係機関・団体及び行政

が一体となってさまざまな取組を進めてきました。

　この「かごしま市民健康５５プラン」の計画期間は、平成２４年度末で終

了となったことから、５５プランの最終評価で明らかになった課題や社会情

勢の変化等を踏まえ、今後の市民の健康づくりを総合的に推進するために、

「かごしま市民すこやかプラン」を策定するものです。

２　策定の背景
　我が国は、急速な高齢化の進行や生活習慣の変化により、疾病構造が変化

し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習

慣病の割合が増加しています。

　こうした変化に対応し、すべての国民がすこやかで心豊かに生活できる活

力ある社会とするために、国においては、平成１２年に、壮年期死亡の減少、

健康寿命の延伸及び生活の質の向上を目的として、「２１世紀における国民

健康づくり運動（健康日本２１）」を策定しました。

　また、鹿児島県においても、平成１３年に、県民の健康づくりを支援する

ために、疾病の発病を予防する「一次予防」に重点を置いた「健康かごしま

２１」を策定しています。

　その後、平成１５年には「健康増進法」、平成１７年には「食育基本法」、

平成１９年には「がん対策基本法」が施行され、また、平成２０年からメタ

ボリックシンドロームの概念を取り入れた医療制度の改革が行われるなど、

健康に関する社会情勢は変化しております。

　このような中、国においては、「健康日本２１」の運動期間が平成２４年

度末で終了することから、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、すべての

国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージに応じた
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すこやかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現するために、平成２５年

度から始まる「２１世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本２１

（第二次））」を策定し、国民の健康増進を推進することとしています。

３　計画の位置づけ
　本計画は、健康増進法第８条に基づく市町村健康増進計画であり、市民の

健康の増進の推進に関する施策について定めるものです。

　また、本市の行財政運営を総合的かつ計画的に進めるための最上位計画で

ある「第五次鹿児島市総合計画」の健康分野における個別計画として位置づ

けるとともに、本市関連計画との整合性を図ります。

第五次鹿児島市総合計画
「人・まち・みどり　みんなで創る “豊かさ” 実感都市・かごしま」

　〇健やかに暮らせる　安全で安心なまち【すこやか安心政策】
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４　計画期間
　計画の期間は、平成２５年度から平成３４年度までの１０年間とします。

　なお、目標の評価については、改善効果を中間段階で確認できるよう、目

標設定後５年を目途に中間評価を行うとともに、目標設定後１０年を目途に

最終評価を行います。
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